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序 章 「宇都宮市人口ビジョン」の趣旨 
 

 １ はじめに 

国においては，今後，加速する人口減少に的確に対応するため，２０１４年（平

成２６年）１１月に「まち・ひと・しごと創生法」を制定し，同年１２月に人口

の現状と将来の人口目標等の展望を示し，「人口減少の克服」「東京一極集中の是

正」「地方創生」に国と地方で取り組んでいくことを掲げた「まち・ひと・しごと

創生長期ビジョン」を策定しました。 

本市では，これまでの人口推移に関する現状分析や今後の人口推計に基づき，

２１世紀半ばの２０５０年を見通した長期的なまちづくりの方向性について示し

た「宇都宮市人口ビジョン」を策定し，まちづくりの方向性を市民と共有するこ

とで，将来にわたって市民生活の質を維持・向上し，１００年先も持続可能な都

市の実現を目指します。 

 

 ２ 「宇都宮市人口ビジョン」の位置付け 

  ・ 本市における人口の現状を分析した上で，２１世紀の半ばとなる２０５０年

を見通した長期的なまちづくりを進めていく上で，目指すべき方向性と将来の

人口の展望を示します。 
  ・ 市民の皆さんと，今後の人口構造や社会環境等の変化に伴い生じる地域の課

題や，まちづくりの方向性について共有し，理解を深めていただくことで，全

市一丸となってまちづくりに取り組んでいくことを目指します。 
・ 将来のうつのみや像の実現に向け，５か年で取り組むまちづくりの目標や基

本方針，具体的施策を盛り込む，「宇都宮市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の策定に当たっての指針とします。 
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第Ⅰ章  本市の人口の現状分析 

１ 本市の人口の動向 

⑴ 総人口の推移 

  ・ 国の総人口は，２００８（平成２０）

年に約１億２，８０８万人，栃木県の  

総人口は，２００５（平成１７）年の  

約２０２万人をピークに減少に転じてい

ます。 

  ・ 本市の総人口は，過去５０年間増加し

続けていましたが，２０１９（平成３

０）年に減少し，本市においても人口減

少社会に突入したものと考えられます。 
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総 数
増加率
（対前
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昭和 30 年 1955 251,136

35 年 1960 261,964 4.3

40 年 1965 287,947 9.9

45 年 1970 324,216 12.6

50 年 1975 371,314 14.5

55 年 1980 408,908 10.1

60 年 1985 439,551 7.5

平成 2 年 1990 465,162 5.8

7 年 1995 477,215 2.6

12 年 2000 487,560 2.2

17 年 2005 502,396 3.0

22 年 2010 511,739 1.8

27 年 2015 518,670 1.3

人   口

年  次

（国勢調査結果） 

（推計人口） 

（人） （％） 
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⑵ 年齢３区分別人口の推移 

・ 年齢別人口の推移を見ると，年少人口（０歳～１４歳）は，減少を続けてい

ます。 

・ 生産年齢人口（１５歳～６４歳）は，２００５（平成１７）年の

３４２，４８０人をピークに，その後，減少に転じています。 

・ 老年人口（６５歳以上）は，増加を続けています。 

・ 年少人口比率と老年人口比率は，２０００（平成１２）年を境に逆転してい

ますが，全国，県の動きと比較すると，５年遅れた動きとなっています。 
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・ １９９５（平成７）年と２０１５（平成２７）年の５歳階級人口の比較は，

団塊の世代及び第２次ベビーブーム世代の山が，２０年移行していますが，第

２次ベビーブーム世代は，流入超過により２０年間で更に約４，０００人増加

しています。 

・ １５歳から２４歳の人口減少が顕著となっています。 

  （男性：約１４，０００人減，女性：１２，０００人減） 
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⑶ 人口動態（自然動態・社会動態）の推移 

ア 自然動態（出生・死亡） 

・ 自然動態の推移は，出生数が減少し，一方で死亡数は増加していることか

ら，２０１６（平成２８）年に自然動態が減少に転じたところであり，その後

も減少傾向にあります。 
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・ 合計特殊出生率の算出基準となる，１５歳から４９歳までの女性数は，減少傾

向にあります。 

 

・ 本市の合計特殊出生率は，全国，県よりも高い水準となっていますが， 

２０００（平成１２）年～２００５（平成１７）年頃底打ちした後，近年は 

１．５０程度で横ばいとなっています。  
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・ 年齢別女性人口は，２０１０（平成２２）年以降，出産適齢年齢人口である

１５～３９歳人口が減少傾向となっています。 

・ ２０代女性人口は，２０年間で約１万人減少しています。（１９９５（平成

７）年：３５，１１８人→２０１５（平成２７）年：２４，４４２人） 

 

・ 母親年齢別出生率は，２０代の出生率が減少している一方，３５～３９歳の

出生率が増加しています。 

・ ３０～３４歳の出生率は，２０年間であまり変動していない状況です。 
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イ 社会動態（転入・転出） 

・ 社会動態の推移は，数年単位で増減はありますが，２０１１（平成２３）年

以降は社会増となっています。 

・ 日本人女性の転入数の減により，２０１８（平成３０）年に日本人のみの社

会動態は減少となっています。 
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・ 近年の年齢別の社会動態の推移は，男性は２０代が転入超過となっています

が，３０代から転出超過に転じ，６０代前半まで続いています。 

・ 女性は２０代後半が転入超過となっていますが，男性に比べ転入超過数は少

なくなっています。 

 

 

（人） 

転
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超
過 

転
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超
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転
入
超
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転
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超
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・ 転入・転出動向は，県内市町間では，転入超過となっていますが，県外で

は，特に東京圏（東京都，千葉県，埼玉県，神奈川県）への転出超過が大きく

なっています。 

  【本市と各都道府県の転入・転出状況】 

 

 

 

  

H31･R1
増減 増減 増減 増減 増減 増減

北海道 79 42 ▲ 17 ▲ 2 43 ▲ 19

青森 52 30 66 62 62 26
岩手 71 19 37 39 35 8
宮城 24 49 ▲ 2 11 33 14
秋田 25 28 12 48 40 30
山形 28 59 32 22 ▲ 5 31
福島 76 85 147 159 146 120
茨城 90 64 6 64 126 64

栃木 1,265 942 509 386 644 959

群馬 39 22 ▲ 9 97 46 30

埼玉 ▲ 452 ▲ 499 ▲ 442 ▲ 419 ▲ 498 ▲ 506
千葉 ▲ 5 ▲ 69 ▲ 162 ▲ 70 ▲ 220 ▲ 188

東京都 ▲ 625 ▲ 660 ▲ 706 ▲ 644 ▲ 783 ▲ 852
神奈川 ▲ 10 ▲ 118 ▲ 105 ▲ 67 ▲ 76 ▲ 211

新潟 38 12 48 8 48 ▲ 2
富山 5 ▲ 18 ▲ 8 ▲ 1 0 12
石川 ▲ 22 8 ▲ 12 5 4 11
福井 ▲ 11 ▲ 4 ▲ 1 5 ▲ 8 19
山梨 5 2 23 2 ▲ 6 7
長野 ▲ 34 ▲ 26 ▲ 12 ▲ 14 56 ▲ 7
岐阜 19 16 8 58 15 44
静岡 93 18 41 31 15 72
愛知 7 11 101 ▲ 63 10 26
三重 3 24 ▲ 18 56 ▲ 1 28
滋賀 18 7 ▲ 4 ▲ 35 ▲ 26 11
京都 ▲ 3 ▲ 11 ▲ 14 18 ▲ 2 ▲ 6
大阪 13 44 ▲ 2 43 6 ▲ 29
兵庫 47 38 41 ▲ 8 5 24
奈良 1 20 7 21 ▲ 12 ▲ 3

和歌山 ▲ 26 16 ▲ 9 2 ▲ 4 1
鳥取 7 11 11 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 7
島根 7 ▲ 10 5 6 2 6
岡山 19 ▲ 1 17 15 27 ▲ 4
広島 ▲ 27 39 20 37 2 ▲ 4
山口 0 5 ▲ 1 6 18 7
徳島 21 1 8 4 15 16
香川 ▲ 8 ▲ 9 ▲ 2 ▲ 17 ▲ 2 4
愛媛 28 ▲ 3 ▲ 3 ▲ 5 11 ▲ 8
高知 17 2 10 1 ▲ 9 14
福岡 3 44 89 49 0 43
佐賀 3 14 ▲ 10 3 7 23
長崎 ▲ 7 6 2 20 1 20
熊本 21 ▲ 31 42 9 ▲ 21 ▲ 9
大分 15 ▲ 2 3 3 40 ▲ 7
宮崎 0 0 ▲ 5 ▲ 21 ▲ 11 0

鹿児島 22 14 23 ▲ 2 ▲ 9 2
沖縄 ▲ 4 3 ▲ 6 ▲ 3 12 ▲ 12
国外 543 783 798 1,081 784 418

その他 ▲ 169 ▲ 240 ▲ 28 ▲ 101 ▲ 377 ▲ 420
総計 1,301 777 528 898 181 ▲ 204

H27 H28 H29 H30
都道府県名

H26
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・ 特に，女性の大学（学部）進学率の向上により，男女差は縮小している。県

内高校の卒業生のうち，約５５％が東京圏内の大学（学部）に進学している。 

 

・ 男女別の東京圏への転入者・転出者数をみると，男性が多いが，女性は転出

者が少ないことから，女性は東京圏に転入しても，地方へは戻らない傾向にあ

ると考えられる。 
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⑷ 雇用，産業人口の動向 

・ 産業人口は，２０００（平成１２）年の２４９，１４１人をピークに減少し

ています。 

・ 産業区分別人口割合は，第１次産業，第２次産業人口割合が減少する一方，

第３次産業人口割合は概ね横ばいとなっています。 

 

 

・ 男女別産業人口を見ると，男性は製造業及び卸・小売業の人数が多く，女性

は卸・小売業，医療・福祉の人数が多くなっています。 

・ 各産業の就業者人数の割合を全国と比較した指数である特化係数は，男性

は，学術研究，専門・技術サービス業の指数が高く，女性は，電気ガス水道業

の指数が高くなっています。 
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・ 年齢別産業人口割合を見ると，農林業は，６０歳以上が半数を超えている状

況です。 

・ 女性の情報通信業は，若年層（１５～２９歳）の人口割合が高く，女性の新

たな進出産業と考えられます。 
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・ 就業者の流入・流出は，これまで大幅な流入超過となっていましたが，近年

は，市内での就業が減る一方，市外での就業が増え，超過幅が減少していま

す。 
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２ 人口の変化が地域の将来に与える影響の考察 

現状の人口動向で推移した場合，将来，市民生活や地域社会，地域経済など

に対して以下のような影響が生じることが想定されます。 

（※ 主にマイナスと捉えられるものを記載しています。） 

 

【市民生活への影響】 

・ 子どもの減少による同世代・世代間交流の減少（人格形成への影響） 

・ 公共交通利用者の減少による，運行頻度の低下やバス路線の撤退などサービ

スの低下 

・ 空き家や管理が行き届かない住宅の増加 

・ 人口密度の低下や住宅や集落の点在化による行政サービスの非効率化 

 

【地域社会への影響】 

・ 人口減少や高齢化の進展，晩婚化，非婚化による単身世帯の増加による，地

域コミュニティの分断や希薄化 

・ 子どもの減少による学校運営の困難化等の懸念 

・ 生産年齢人口の減少に伴う，市税収入減等の懸念 

・ 高齢者の増加による社会保障関係経費の増加 

・ 公共施設の利用者数，使用頻度の減少 

 

【地域経済への影響】 

・ 企業等での人材確保の困難化 

・ 労働者・技術者不足による企業流出 

・ 地域経済・活力の衰退 

・ 農業従事者の減少や高齢化の進展による，本市農業・農村の衰退 

・ 生産年齢人口の減少による，技能継承の困難化 

・ 管理が行き届かない農地等の増加 
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第Ⅱ章  人口の将来展望 

１ 市民意識調査等の分析 

⑴ 市民意識調査の結果 

今後の本市の人口動向を展望していくに当たり，市民の意識や実情を把握する

ため，平成２７年度にアンケート調査を実施しました。その結果については，以

下のとおりです。 

 

【参考】市民アンケートの概要 

調査項目 調査対象 調査数 

１ 市民の結婚に関する意識や希望の調査 １８～４９歳の男女 ２，１５０

２ 市民の出産･子育てに関する意識や希望の調査 １８～４９歳の男女 ２，１５０

３ 地方移住の希望に関する調査 
本市への転入者・ 

本市からの転出者， 
２，０００

４ 学業卒業後の地元就職動向調査 
１９～２５歳の男女 １，０００

市内県立高校３年生 ６００

５ 市民の居住意向の調査 市内間転居者 ５００

 

【結婚に関する意識】 

・ 未婚者のうち，約５７パーセントが「いずれ結婚するつもり」があると回答

しています。 

・ 未婚者が結婚していない理由については，約４２パーセントが「相手との出

会いがない」，約２０パーセントが「経済的に自立できていない」と回答して

います。 

・ 結婚の希望を実現するための支援として，約５０パーセントが「仕事と家庭

生活の両立支援」，約４２パーセントが「雇用環境の充実」，約３０パーセン

トが「出会いの場の提供」と回答しています。 

 

⇒ ・ 婚姻率を上げるためには，結婚観の醸成や異性との出会いの場の創出

が必要 

・ 結婚後も経済的に安定した生活や，ライフスタイルに応じた職場環境が

求められており，企業等における職場環境改善の取組が必要 
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【出産・子育てに関する意識】 

・ 市民の理想的な子どもの人数については，２人が最も多く（約５０パーセン

ト），次いで３人（約４０パーセント）と回答しており，平均は２．５１人と

なっています。 

・ ２０１３（平成２５）年の合計特殊出生率「１．５６」に対して，市民の希

望出生率は「１．７２」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 実際の子どもの数が理想よりも少ない理由として，約２９パーセントが「子

育てや教育にお金がかかりすぎる」と回答しています。 

・ 出産・子育ての希望を実現するための支援として，約３８パーセントが「経

済的支援の充実」，約２６パーセントが「子育てしながら働くことのできる環

境の充実」と回答しています。 

 

⇒ ・ 経済的な不安を感じている回答が多いことから，安心して子どもを持

ち，子育てをするためには，出産・子育てに係る負担の軽減につながる

取組が必要 

・ また，安心して出産し，働きながら子育てができるよう，雇用における 

支援や子育てと仕事が両立できる環境づくりが必要 

  

【参考】本市の希望出生率 

※国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」の国民希望出生率の算定式に準拠して算出 

（①既婚者の割合 × ②予定する子ども数 ＋ ③未婚者の割合 × ④結婚希望割合 
× ⑤未婚者の希望する子ども数）× ⑥離別等の影響 

 

＝ （０．４７９×１．８２＋０．５２１×０．８５９×２．１５）×０．９３８ 
＝ 希望出生率 １．７２ 
 
①～⑤：「市民の出産･子育てに関する意識や希望の調査」結果 
    ①２０～３４歳女性の既婚者の割合 
    ②２０～４９歳既婚女性の予定子ども人数の平均値 
    ③２０～３４歳女性の未婚者の割合 
    ④２０～３４歳未婚女性の結婚希望有りとの回答者の割合 
    ⑤２０～３４歳未婚女性（結婚希望有り）の理想の子ども人数の平均値 
⑥  ：国立社会保障・人口問題研究所設定係数 
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【定住，就業等に関する意識】 

・ 市外で就職･進学を希望する高校生の約４５パーセントが将来宇都宮に戻り

たいとの意向を示しています。 

・ 就業・就学している若者のうち，約４５パーセントが市外で就業・就学して

います。 

・ 市外から市内への転入理由については「転勤」が多く，転入後の住居の形態

は，転入前に比べて借家の割合が増える傾向となっています。 

・ 市内から市外への転出理由については「結婚」が多くなっています。 

 

⇒ ・ 将来宇都宮に再び住んでもらうため，市内での就業先の確保やＵター

ン促進などの環境づくりが必要 

・ 市内での就労を促進するため，魅力ある企業の誘致など，若者が多様な

業種を選択できるような取組が必要 

・ 市内に再び住んでもらうための動機付け，環境づくりなどが必要 

・ 生活利便性や良好な居住環境を確保していくため，拠点などへの都市機 

能の集積と居住誘導を図っていくことが必要 

 

 

 

 

【まちづくりに関する意識】 

・ 本市の改善すべきところとして，約３０パーセントが「バス・鉄道などの公

共交通」，約２１パーセントが「にぎわい・観光などのまちの魅力」と回答し

ています。 

・ 本市の魅力や誇れるところとして，約４９パーセントが「自然災害が少なく

安全に暮らせる」，約２８パーセントが「商業地がある」，約２６パーセント

が「自然や緑が豊か」と回答しています。 

 

⇒ ・ 公共交通ネットワークの充実や移動利便性の向上が必要 

・ 転入促進に向けた都市基盤・生活環境づくりが必要 
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⑵「ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョン」における分析 

「ネットワーク型コンパクトシティ形成ビジョン」（平成２７年２月策定）に

おいて，本市が今後直面する人口減少社会においても持続的に発展できるまち

づくりを進めるためには，以下のような社会潮流の変化への対応が必要になる

との分析を行いました。  

 
  

① 社会的に質の高い生活が享受できる都市づくり 

今後，人口減少や少子・超高齢社会が到来する中，市民のライフスタイ

ルの変化や行政ニーズの多様化に対応することのできるまちづくりが求め

られている。 

 

② 環境にやさしい都市づくり 

地球温暖化などの地球環境問題への対応は，市民の日常生活や 事業者

の活動などとも深く関わっており，地域レベルでの取組の強化が求められ

ている。 

 

③ 地域産業・経済の持続的な発展 

高い生産性や付加価値，競争力などを生み出すことのできる産業やその

担い手となる人材，にぎわいや活力を生み出す交流人口の増加が求められ

ている。 
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２ 人口の将来展望 

⑴ 基本となる人口推計 

ア 総人口の見通し 

・ 本市の総人口は，２０１０（平成２２）年国勢調査で５１１，７３９人とな

り増加が続いていますが，２０１７（平成２９）年にピークを迎えた後，人口

減少に転じています。 

 

 

 

  

総人口の推移（趨勢型）
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イ 年齢３区分別人口等の推移の見通し 

・ 本市の年齢別人口を見ると，老年人口（６５歳以上）の構成比は，２０１８

（平成２７）年の２４．６パーセントから，２０５０年には約４０パーセント

へ高まる一方，年少人口（０歳～１４歳）は，１３．３パーセントから約１０

パーセントへ，生産年齢人口（１５歳～６４歳）は，６２．１パーセントから

約５０パーセントへと，それぞれ構成比が低下すると見込まれます。 

 

【年齢３区分別人口の推移】 

 

【２０５０年の５歳階級別人口構造】 
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⑵ 人口の将来を展望するに当たっての推計の考え方 

「⑴基本的な人口推計」の見通しを基本に，市民アンケート調査により得られた，

市民の結婚・出産の希望が実現し，合計特殊出生率が１．７２に向上し，東京圏へ

の転入・転出の均衡が図られた場合の人口の将来展望を描きます。 

ア 出生 

    将来の出生数の推計に当たっては，平成２７年６月に実施した市民アンケ

ートの結果により導き出された，市民の結婚・出産の希望が実現した場合の

合計特殊出生率１．７２が，「２０３０年」までに達成され，その後， 
「２０５０年」までに人口置換水準となる２．０７まで向上するものと仮定

します。 
 

 イ 死亡 

     将来の死亡者数の推計については，現在の医療技術水準を前提として国立

社会保障・人口問題研究所が提示している，本市の将来人口推計における「生

残率」を使用します。 
 

ウ 転入・転出者の動向 

     近年の本市における転入・転出者の動向については，県内市町との間では，

転入者数が転出者数を上回っている一方で，東京圏（東京都，神奈川県，千

葉県，埼玉県）との間では，転出者数が転入者数を大きく上回っている状況

です。 
今後の転入・転出者の推計に当たっては，本市の社会動態への影響が大き

い，県内市町間と，東京圏間の２つの動向について条件を設定します。 
まず，本市と県内市町との間では，今後も転入超過の状況が続くものと考

えられますが，県の人口推計において，県全体の人口が約４分の１減少する

ことが見込まれており，本市への転入超過数についても影響が生じるものと

想定し，「２０５０年」までに４分の１減少するものとして仮定します。 
また，本市と東京圏との間では，新たな成長産業の創出などにより雇用の

場を十分に確保していくことで，大学等で転出した市民のＵターンなど転入

者を増加させるとともに，市内からの転出者を減少させていくことで，  
「２０５０年」までに本市と東京圏との間での転入・転出者数が均衡するも

のとして仮定します。 



- 24 - 

⑶ 人口の将来展望 

２０５０年において５０万⼈台 

・ 人口は２０１７（平成２９）年に約５２万人でピークを迎え，その後，減少

に転じておりますが，合計特殊出生率の向上及び本市と東京圏での人口移動の

均衡が図られた場合，２０５０年においても約５０万人の人口となる見通しで

す。 

 

「人口の将来展望」 
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２０５０年の年齢３区分別人口の見通し 

 

① 基本となる年齢３区分別人口の推計（趨勢型） 

 

 

 

② 人口の将来展望の年齢３区分別人口の推計（展望型） 

 

 

・ ２０５０年の５歳階級人口は，趨勢型と比較して，年少人口（０歳～１４

歳），生産年齢人口（１５歳～６４歳）の増加を予測しています。 
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２０５０年の５歳階級別人口構造 

① 基本となる人口推計の人口構造（趨勢型） 

 

 

② 人口の将来展望の人口構造 

 

 

 

増 加
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３ 目指すべき将来の方向 

これまでの人口推移に関する現状分析や今後の人口推計に基づき，２１世紀

半ばの２０５０年を見通した長期的なまちづくりの方向性について，人口の

「自然動態」，「社会動態」及び「都市基盤」の３つの視点で目指すべき将来の

方向を示し，取組を進めていきます。 
 

⑴人口の「自然動態」に関する視点 

少子化傾向に歯止めをかけるためには，結婚，妊娠・出産・子育てに関する，

不安や負担感などを解消していくとともに，出会いの場や，出産・子育てしや

すい環境を整備していくことなどにより，若い世代の結婚や，子どもを生み育

てたいという希望を実現していく必要があります。 
また，女性や高齢者，障がい者，外国人など，誰もが活躍できる仕組みづく

りを推進するなど，子育て世代以外も含めた，地域全体で子育ち・子育てを支

援する体制の整備に取り組みます。 

 ⇒「結婚・出産・⼦育ての希望の実現と， 

誰もが健康で活躍できる社会を実現する」 

 

⑵人口の「社会動態」に関する視点 

今後，栃木県内においても人口減少が進んでいくことから，県内市町から本

市への転入者数も減少していく可能性がある中で，将来にわたって本市の活力

を維持していくためには，新たな人の流れをつくることで，転出者数が転入者

数を大きく上回っている状況にある東京圏からの流入人口を増加させるととも

に，市内からの流出人口を抑制し，本市への定着を図っていくことが必要で

す。 

また，将来的な移住への裾野を広げ，地域活性化に寄与するものとして，市

外に主に居住しており，まちづくりや副業・兼業など多様な形で本市と関わり

を持つ「関係人口」の拡大に向け，本市の魅力の発信に取り組みます。 

⇒「働く場や魅⼒の創出などによる東京圏等からの 

流⼊⼈⼝・関係⼈⼝の拡⼤を図る」 
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⑶「都市基盤」形成に関する視点 

将来にわたって市民生活の質や都市の活力を維持・向上し，安全・安心で持

続的に発展できるまちを実現するため，本市の中心市街地や各地域の既存コミ

ュニティなどの地域特性を踏まえた各種都市機能を集積する「拠点化」と，都

市の骨格となる交通から日常生活の身近な移動を支える交通まで，階層性を持

った総合的な交通ネットワークによって拠点間の連携・補完を図る「ネットワ

ーク化」を一体的に進める「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を推進

します。 

また，ＬＲＴ整備を契機としたＬＲＴ沿線のまちづくりに取り組み，産業活

動や経済活性化，交流人口の増加など，本市のポテンシャルを最大限生かし，

更なる発展につなげていきます。 

さらに，飛躍的に進化するＡＩやＩｏＴなどのＩＣＴの恩恵を誰もが受けら

れ，豊かで幸せに生活できる社会を構築するとともに，台風等の局地的な豪雨

災害に対応するための総合的な治水・雨水対策の推進等あらゆる災害や危機へ

の対応や備えを強化するなど安全・安心なまちづくりを推進します。 

⇒「便利で暮らしやすいまち，ネットワーク型コンパ

クトシティを実現する」 


